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広報いちのへ（お知らせ版）    1

くらし安全安心だより～光回線サービスの変更は、しっかりと確認を～

【相談事例】（60 歳代・男性）
　契約中の大手通信事業者 A を名乗る電話があり、

「光コラボの案内。今より千円ほど安くなる」と勧
誘された。プラン変更と思い手続きをしたら、別
会社との契約になっていた。
【アドバイス】

　NTT 東日本や NTT 西日本から光回線を借り受け
た事業者の参入が増え、これらが提供する光回線

サービスの相談も寄せられています。勧誘されて
もすぐに返事をせず、契約先の事業者名やサービ
ス名などを確認しましょう。内容が理解できない、
不要なときは断りましょう。
　二戸消費生活センターでは、消費トラブルや多
重債務などの相談に応じていますので、ぜひご相
談ください。
問二戸消費生活センター　☎ 23-5800

定期的に宅内排水設備の点検を。破損すると詰まりや悪臭の原因になります

　公共下水道や奥中山地区農業集落排水の排水管
は、公共マスを境に、宅内排水設備と道路側下水
道管、マンホールに管理が分かれています。
　個人管理の宅内排水設備のマス蓋や配水管が破
損すると、雨水や土砂が入り、詰まりや悪臭、汚
水処理場の故障につながります。
　定期的に宅内排水設備の点検を行い、破損して
いるときは、町指定の排水設備業者（町 HP 掲載）

へ連絡してください。※料金は個人負
担。
　また、汚水マスや公共マスは点検口
となりますので、地上から見えるよう
にしてください。
　公共マスや下水道管の修理は、町が行います。
破損したときは水環境課へご連絡ください。
問水環境課　☎ 33-2111　内線 227、228
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2    広報いちのへ（12 月 26 日号）

　固定資産税の対象となる償却資産の所有者は 1
月 1 日現在の所有状況の申告が必要です。
■対象資産　設備・機械・車両など
　※ 償却済み、未稼働または遊休状態のもの含む。
■申告方法　�平成 31 年 1 月 4 日㈮～ 31 日㈭までに、

税務町民課から郵送される償却資産申
告書に、平成 30 年中に増減した資産を
記入し、担当課もしくは各支所に提出。

■その他
　・資産の増減のない人、廃業した人も対象です。
　・ 申告書にはマイナンバーの記入が必要です。

個人事業主は本人確認書類の提示、または写
しの添付が必要です。

　・ 町内に償却資産を所有し、申告書が送付され
ていない人はご連絡ください。

問税務町民課　☎ 33-2111　内線 123

償却資産の申告をお願いします
1月 4日～ 31 日までに提出を

　「中退共」は国がサポートする中小企業のための
退職金制度です。町では、掛け金の一部
を補助しています。補助対象企業へは年
明けに個別にご案内します。
問中小企業退職金共済事業本部　☎ 03-6907-1234
　商工観光課　☎ 33-2111　内線 264

人も、会社も、元気に
中小企業退職金共済制度

　町民セミナーの公開講座として、笑いを通じた
前向きな生き方を漫談で紹介する「人生漫談～笑
いは健康と幸せへのかけ橋～」を開催します。
■日時　平成 31 年 1 月 12 日㈯　13：00 ～ 14：30
■場所　町民文化センター 2 階　大会議室
■料金　無料 （申込不要）
■講師　日本笑い学会秋田県人会会長
　　　　人

じんせいてい

星亭喜
き ら く だ ろ う

楽駄朗 師匠
問生涯学習課　☎ 33-2111　内線 514

笑いは、人生の活力
「ワッハッハ」と笑える一日に

　平成31年4月採用の自衛官候補生を募集しています。
■試験日　平成 31 年 1 月 20 日㈰
■対象　18 歳以上 33 歳未満の人
■申込期間　平成 31 年 1 月 15 日㈫まで
　※試験地は、申込時にお知らせ。
問自衛隊岩手地方協力本部二戸地域事務所　☎ 23-2529

18 歳以上 33 歳未満が対象
自衛官候補生を募集

　町内に住所のある出稼ぎ労働者を対象に、健康
診断を実施します。案内が届き、現在出稼ぎをし
ていない人はご連絡ください。
■日時　平成 31 年 1 月 4 日㈮　受付 13：30 ～ 14：00
■場所　町民文化センター１階　軽運動場
　※ 出稼ぎ労働者手帳を持参ください。また、手

帳の更新も可能です。
問商工観光課　☎ 33-2111　内線 264

出稼ぎ労働者を対象に健康診断
手帳を必ず持参ください

　ホームタンクの老朽化や破損、ポリ缶
への給油時などで灯油が流れ出す事故が
増える時期です。油が河川に流れ出ると
人や動物、環境に大きな被害が生じます。また、
事故処理の費用は流出させた人の負担となります。
■油の流出を防ぐために
　① ホームタンクからポリ缶に灯油を分けるとき

は、目を離さずに作業する。
　② 落雪や除雪などでタンクの倒壊や破損に注意する。
　③タンクに破損がないか、定期的に点検する。
　油を流出させたときや流出を発見したときは、役
場や消防署、警察署などにすぐにご連絡ください。
問水環境課　☎ 33-2111　内線 226

油の流出を発見したときは
すぐにご連絡ください

　県特定（産業別）最低賃金が 12 月 28 日から改
正されます。※県最低賃金は 762 円。

岩手県の産業別最低賃金が改正
県最低賃金は 762 円

業種 時給（円）

① 鉄鋼業、 金属線製品、 その他の金属製品製造業 829

②
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、 電気機械器具、

情報通信機械器具製造業
796

③ 光学機械器具 ・ レンズ、 時計 ・同部分品製造業 809

④ 各種商品小売業 767

⑤ 自動車小売業 838

⑥ 百貨店、 総合スーパー 800

問二戸労働基準監督署　☎ 23-4131

　元朝参りで冷えた体を温めませんか。
■日時　12 月 31 日㈪　23：45 ～
■場所　八坂神社境内
問一戸語青会事務局　☎ 33-2321

八坂神社で年越しそばを振る舞います


